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平成１５年 第１回沼田町議会定例会会議録 （２日目） 

 

                      平成１５年 ３月１３日（木） 
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３．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

  町   長   西 田 篤 正 君  監  査  委  員   岩 寺 一 之 君 

  農業委員会会長 中 山  勝 君  教育委員会委員長 高 松 慶 子  君 

４．町長の委任を受けて出席した説明員 
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                        開 会   午後 ３時０４分 

   

（開 会 宣 言） 

○議長（吉田好宏議長）ただいま定足数に達しておりますので、これより、２日目

の会議を開きます。 

   

（会議録署名議員の指名） 

○議長（吉田好宏議長）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名

議員は、会議規則第 120 条の規定により、２番野議員、１４番杉本議員を指名致し

ます。 

   

（予算等審査特別委員会報告） 

○議長（吉田好宏議長）日程第２、予算等審査特別委員会の予算等審査報告を議題

と致します。委員長の報告を求めます。久保委員長。 

（久保委員長登壇） 

〇委員長（久保 寛委員長）委員会予算等審査報告をお手元の文書の朗読をもって

ご報告に変えさせて頂きます。本委員会は付託された次の事件について、審査が終

わりましたので、会議規則第７７条の規定により報告致します。 

（以下、審査報告を朗読、説明） 

○議長（吉田好宏議長）委員長の報告が終わりました。お諮り致します。ただ今議

題となっております１９件の議案につきましては、全員による特別委員会で審査し

たものであります。したがいまして、委員長報告に対する質疑を省略し、直ちに討

論、採決に入りたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。それでは、討論、採決に入ります。

討論、採決は付託された議案についてそれぞれ１件ずつ討論、採決を致します。そ

れでは、討論、採決を致します。 

 議案第５号、沼田町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例について、これ

より討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第５号は、原案のとおり決することに賛成の方は挙

手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 

○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま
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した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第６号、沼田町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に

関する条例について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第６号は、原案のとおり決することに賛成の方は挙

手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 

○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま

した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第８号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第８号は、原案のとおり決することに賛成の方は挙

手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 

○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま

した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第１０号、沼田町手数料条例の一部を改正する条例

について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第１０号は、原案のとおり決することに賛成の方は

挙手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 

○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま

した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第１１号、沼田町企業立地促進基金条例の一部を改

正する条例について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第１１号は、原案のとおり決することに賛成の方は

挙手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 

○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま

した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第１２号、沼田町社会福祉基金条例の一部を改正す

る条例について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第１２号は、原案のとおり決することに賛成の方は

挙手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 

○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま

した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第１３号、沼田町スコーレ基金条例の一部を改正す

る条例について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第１３号は、原案のとおり決することに賛成の方は

挙手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 

○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま

した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第１４号、沼田町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第１４号は、原案のとおり決することに賛成の方は

挙手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 

○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま
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した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第１５号、沼田町介護保険条例の一部を改正する条

例について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。7 番。 

〇７番（橋場 守議員）７番。高齢化社会が益々進んでいく状況の中で、この介護

保険というのはおそらく、下がる見とおしは無いと思うのです。この５段階に分け

て、収入によって徴収されているのですが、２段階以下の低い方の、段階の方で非

課税世帯の方からも保険料を取っている訳です。 

 しかし、憲法２５条で定められた人間らしい文化的な生活というのは何かという

と、非課税世帯というのは、その最低生活の基準に満たないので、或いは基準どお

りなので、それから税金を引くという事になれば、これは憲法に保障された最低生

活ができないという判断の元に非課税というのが設けられていると思うのです。 

 そういう意味からいうと、保険料を取るということは、その最低生活を崩すとい

う内容になるので、今後国に対して、今２５％の国の負担を３０％以上にするとい

うような闘いというか、そういう要求を今後続けてこういう方達の生活を脅かさな

いような方向で進んで頂きたい。 

 そして、町においてもこれらの人達、今一部やられていますけども、もっと助成

を広げていく事を要求しておきたいと思います。 

○議長（吉田好宏議長）ほかに、ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第１５号は、原案のとおり決することに賛成の方は

挙手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 

○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま

した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第１７号、沼田町企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部を改正する条例について。これより討論に入ります。ご意見あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第１７号は、原案のとおり決することに賛成の方は

挙手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 
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○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま

した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第１８号、北空知衛生施設組合規約の一部を変更す

る規約について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第１８号は、原案のとおり決することに賛成の方は

挙手願います。 

（ 挙 手 多 数 ） 

○議長（吉田好宏議長）挙手多数であります。よって本案は、原案のとおり決しま

した。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第２９号、平成 15 年度沼田町一般会計予算について。

これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第２９号は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「意義なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第３０号、平成 15 年度沼田町養護老人ホーム特別会

計予算について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第３０号は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「意義なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第３１号、平成 15 年度沼田町特別養護老人ホーム特

別会計正予算について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第３１号は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「意義なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第３２号、平成 15 年度沼田町国民健康保険特別会計

予算について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第３２号は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「意義なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第３３号、平成 15 年度沼田町介護保険特別会計予算

について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第３３号は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「意義なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第３４号、平成 15 年度沼田町老人保健特別会計予算

について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第３４号は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「意義なし」の声あり） 
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○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第３５号、平成 15 年度沼田町公共下水道特別会計予

算について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第３５号は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「意義なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長） 議案第３６号、平成 15 年度沼田町水道事業会計予算につ

いて。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結します。本案について採決

致します。お諮りします。議案第３６号は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「意義なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

（一 般 議 案） 

○議長（吉田好宏議長）日程第３、議案第７号。沼田町における身体障害者福祉法

等の支援費制度の過料に関する条例についてを議題と致します。提案理由の説明を

求めます。健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（中村幸雄課長）議案第７号。沼田町における身体障害者福祉法等

の支援費制度の過料に関する条例について。沼田町における身体障害者福祉法等の

支援費制度の過料に関する条例を別紙のとおり提出する。 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

〈以下、条例の説明〉 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第７号は、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第４、議案第９号。沼田町選挙ポスター掲示場設置条

例の一部を改正する条例についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。

総務課長。 

〇総務課長（平木昭良課長）議案第９号。沼田町選挙ポスター掲示場設置条例の一

部を改正する条例について。沼田町選挙ポスター掲示場設置条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり提出する。 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

〈以下、条例の説明〉 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第９号は、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第５、議案第１６号。沼田町水道事業条例の一部を改

正する条例についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。建設課長。 

〇建設課長（野々宮 宏課長）議案第１６号。沼田町水道事業条例の一部を改正す

る条例について。沼田町水道事業条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出す
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る。 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

〈以下、条例の説明〉 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１６号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第６、議案第１９号。沼田町道路線の認定についてを

議題と致します。提案理由の説明を求めます。建設課長。 

〇建設課長（野々宮 宏課長）議案第１９号。沼田町道路線の認定について。道路

法第８条第２項の規定により沼田町道路線を下記のとおり認定する。 

〈以下、町道路線の説明〉 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１９号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 
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○議長（吉田好宏議長）日程第７、議案第２０号。沼田町道路線の変更についてを

議題と致します。提案理由の説明を求めます。建設課長。 

〇建設課長（野々宮 宏課長）議案第２０号。沼田町道路線の変更について。道路

法第１０条第２項の規定によって、沼田町道路線を下記のとおり変更する。 

〈以下、町道路線の説明〉 

 平成１５年３月７日提出、沼田町長名でございます。 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２０号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第８、諮問第１号。人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。町長。 

〇町長（西田篤正町長）諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めること

について。現在本町の人権擁護委員であります、弐枚田 清氏が、平成１５年８月

３１日に任期満了となり、下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規程によって議会の意見を求めるものであります。 

 弐枚田さんにつきましては、年齢的にも健康的にもご辞退を申し上げたいという

申し出がありまして、今回記載のとおり、住所沼田町恵比島１０２番地の１０９。

名前は吉岡宥二。生年月日は昭和２２年２月２７日生まれでありますけども、主な

公職歴につきましては、平成２年の７月２０日から平成１１年の７月の１９日まで、

沼田町農業委員会委員として３期、９年間お勤めを頂き、その間農業委員会長代理

もお勤めになりました。平成１１年３月の１２日から１５年の１月３１日まで、沼

田町農業協同組合の理事をなさり、地域の信望も厚く人格執権とも人権擁護委員と

してふさわしい方としてご提案申し上げますので宜しくお願い申し上げたいと思い

ます。 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。お諮り致します。本案は人事案件で
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ありますので、質疑、討論を省略致したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案の質疑、討論は、省略

することに決しました。本案について、採決致します。お諮り致します。諮問第１

号はこれに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は同意することに決し

ました。ここで、暫時休憩を致します。 

１５時４２分 休憩 

 

１６時０３分 再会 

（議事日程の追加） 

○議長（吉田好宏議長）再会致します。ここで、議事日程の追加についてお諮り致

します。ただ今、発議第１号、沼田町議会委員会条例の一部を改正する条例、外２

件について追加案件が提出されました。この際、これを日程に追加したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、日程第９、発議第１号、

沼田町議会委員会条例の一部を改正する条例について。日程第１０号、請願第１号 

米政策改革大綱の具体化に関する請願について。日程第１１、請願第２号 ＷＴＯ

農業交渉に関する請願について以上、日程に追加することに決しました。 

 

（一般議案） 

○議長（吉田好宏議長）。日程第９、発議第１号、沼田町議会委員会条例の一部を改

正する条例についてを議題と致します。ここで提案理由の説明を求めるところです

が、説明を省略し、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に

入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について、

採決致します。お諮り致します。発議第１号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し
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ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）。日程第１０号、請願第１号 米政策改革大綱の具体化に関

する請願を議題と致します。本請願については、会議規則第９２条第２項の規定に

より委員会付託を省略致したいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、請願第１号は委員会付託

を省略することに決しました。直ちに審議に入ります。紹介議員より説明を求める

ところですがこの際、説明、質疑、討論を省略致したいと思います。これに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって説明、質疑、討論を省略す

りことに決しました。お諮りします。請願第１号は、採択すべきものと決定してご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本請願は、採択すべきもの

と決しました。 

 

○議長（吉田好宏議長）。日程第１１号、請願第２号 ＷＴＯ農業交渉に関する請願

を議題と致します。本請願については、会議規則第９２条第２項の規定により委員

会付託を省略致したいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、請願第２号は委員会付託

を省略することに決しました。直ちに審議に入ります。紹介議員より説明を求める

ところですがこの際、説明、質疑、討論を省略致したいと思います。これに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって説明、質疑、討論を省略す

りことに決しました。お諮りします。請願第２号は、採択すべきものと決定してご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本請願は、採択すべきもの

と決しました。暫時休憩を致します。 

１６時０９分 休憩 
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１６時１０分 再開 

（議事日程の追加） 

○議長（吉田好宏議長）再会致します。ここで、議事日程の追加についてお諮り致

します。ただ今、意見案第１号、米政策改革大綱の具体化に関する意見書（案）外

２件について追加案件が提出されました。この際、これを日程に追加したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、日程第１２、意見案第１

号、米政策改革大綱の具体化に関する意見書（案）について。日程第１３、意見案

第２号 ＷＴＯ農業交渉に関する意見書（案）について。日程第１４、意見案第３

号、医療改悪の実施凍結に関する意見書（案）について以上、日程に追加すること

に決しました。 

 

（意見案の審議） 

○議長（吉田好宏議長）日程第１２、意見案第１号、米政策改革大綱の具体化に関

する意見案についてを議題と致します。提案者より説明を求めるところですが、こ

の際、説明、質疑、討論を省略致したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって説明、質疑、討論を省略す

ることに決しました。お諮り致します。本案は、原案のとおり関係機関に提出する

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり関係機

関に提出することに決しました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第１３、意見案第２号、ＷＴＯ農業交渉に関する意見

案についてを議題と致します。提案者より説明を求めるところですが、この際、説

明、質疑、討論を省略致したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって説明、質疑、討論を省略す

ることに決しました。お諮り致します。本案は、原案のとおり関係機関に提出する

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり関係機

関に提出することに決しました。 
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○議長（吉田好宏議長）日程第１４、意見案第３号、医療改悪の実施凍結に関する

意見案についてを議題と致します。提案者より説明を求めるところですが、この際、

説明、質疑、討論を省略致したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって説明、質疑、討論を省略す

ることに決しました。お諮り致します。本案は、原案のとおり関係機関に提出する

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり関係機

関に提出することに決しました。 

 

（町長あいさつ） 

○議長（吉田好宏議長）以上で、全案件の審議が終了致しました。ただ今、町長か

らあいさつの申し出がありましたので、これを許します。町長。 

〇町長（西田篤正町長） ＜あいさつ＞ 

 

（閉 会 宣 言） 

○議長（吉田好宏議長）以上で、本定例会に付議された案件は、すべて終了致しま

した。 

 これにて、平成１５年第１回沼田町議会定例会を閉会致します。ご苦労様でした。 

 

１６時１６分 閉 会 
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